
No.218 発行　平成22年（2010年）1月28日7

が
と
れ
る
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
と

集
会
所
を
兼
ね
た
施
設
が
で
き
る

よ
う
に
、
再
開
発
組
合
と
の
協
議

の
中
で
取
り
組
み
を
。

区
長

q
地
域
貢
献
施
設
の
整

備
も
含
め
て
容
積
率
の
緩
和
等
が

認
め
ら
れ
、
集
会
所
は
区
が
再
開

発
組
合
か
ら
譲
渡
を
受
け
た
も
の

だ
。
w
3
明
確
な
基
準
は
定
め
て

い
な
い
が
、
地
域
の
声
に
も
耳
を

傾
け
な
が
ら
計
画
内
容
を
具
体
化

し
て
い
る
。
e
歩
行
者
デ
ッ
キ
の

整
備
や
川
沿
い
の
憩
い
の
空
間
づ

く
り
な
ど
だ
。
e
3
昭
和
27
年
の

地
方
自
治
法
改
正
時
に
都
か
ら
引

き
継
い
だ
道
路
で
、
既
に
当
時
の

事
業
者
に
占
用
許
可
が
さ
れ
て
い

た
。
e
引
き
続
き
占
用
料
を
徴
収

し
、
将
来
の
ま
ち
づ
く
り
に
あ
わ

せ
て
適
正
化
を
図
る
こ
と
と
し
て

い
た
。
4
区
道
に
お
け
る
事
例
は

約
70
件
ほ
ど
だ
。
r
開
催
会
場
は

諸
事
情
に
よ
り
変
更
が
必
要
と
な

り
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
は
あ
っ
た

が
、
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

今
後
の
開
催
に
つ
い
て
は
、
各
種

団
体
と
協
議
し
な
が
ら
決
定
し
て

い
く
。
t
行
政
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ

ー
に
つ
い
て
は
、
将
来
の
行
政
サ

ー
ビ
ス
の
あ
り
方
も
視
野
に
入
れ

つ
つ
、
ま
た
集
会
所
に
つ
い
て
は

公
民
を
問
わ
ず
さ
ま
ざ
ま
な
可
能

性
を
排
除
せ
ず
検
討
し
て
い
く
。

大
井
町
線
耐
震
工
事
に
つ
い
て

q
５
月
半
ば
、
東
急
電
鉄
か
ら

大
井
町
線
高
架
下
の
下
神
明
寄
り

の
住
民
に
契
約
解
除
、
立
ち
退
き

が
通
告
さ
れ
て
き
た
。
住
民
側
は
、

東
急
電
鉄
側
の
責
任
あ
る
当
事
者

と
団
体
で
の
話
し
合
い
を
望
ん
で

い
る
。
話
し
合
い
の
場
を
設
定
で

き
な
い
か
。
w
直
近
の
東
京
地
裁

判
決
に
よ
り
、
鉄
道
高
架
下
に
あ

る
土
地
の
賃
貸
借
に
は
借
地
借
家

法
が
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
判
例

が
出
た
。
借
地
借
家
法
が
適
用
さ

れ
な
い
弱
者
に
対
し
て
、
支
援
策

を
講
じ
る
べ
き
で
は
。

防
災
ま
ち
づ
く
り
事
業
部
長

q
耐
震
工
事
に
関
す
る
全
般
的
な

情
報
を
関
係
住
民
の
方
々
が
共
有

で
き
る
よ
う
、
区
が
会
場
を
用
意

す
る
な
ど
し
、
東
急
に
出
席
す
る

よ
う
さ
ら
に
強
く
要
請
し
て
い
く
。

w
民
間
当
事
者
間
の
賃
貸
借
契
約

で
あ
る
た
め
、
区
が
関
与
す
る
こ

と
は
困
難
だ
。
東
急
に
対
し
、
関

係
住
民
の
方
々
の
生
活
再
建
に
不

安
を
感
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な

対
応
を
と
る
よ
う
、
今
後
も
要
請

し
て
い
く
。

環
境
関
連
の
問
題
に
つ
い
て

q
照
明
器
具
を
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
に

交
換
す
る
と
消
費
電
力
が
削
減
さ

れ
る
と
聞
く
。
区
は
、
ど
の
よ
う

な
省
エ
ネ
型
環
境
対
策
に
取
り
組

ん
で
い
る
の
か
。
w
遮
熱
性
塗
料

を
ビ
ル
や
学
校
の
屋
根
や
ガ
ラ
ス

に
塗
布
す
る
こ
と
で
電
気
代
の
節

約
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
遮

熱
問
題
、
省
エ
ネ
対
策
と
し
て
の

考
え
は
。
e
ア
イ
ド
リ
ン
グ
ス
ト

ッ
プ
支
援
装
置
の
取
り
つ
け
に
対

し
て
助
成
金
を
交
付
す
る
考
え
は
。

都
市
環
境
事
業
部
長

q
Ｌ
Ｅ

Ｄ
照
明
は
武
蔵
小
山
駅
前
公
衆
ト

イ
レ
等
に
モ
デ
ル
的
に
設
置
し
て

き
た
。
今
後
、
機
器
の
技
術
開
発

の
動
向
に
注
目
し
、
ト
ー
タ
ル
コ

ス
ト
も
考
慮
し
た
上
で
設
置
に
つ

い
て
検
討
し
て
い
く
。
w
西
品
川

保
育
園
等
の
屋
上
や
、
大
井
町
駅

西
口
広
場
等
の
道
路
に
遮
熱
性
塗

料
を
使
用
し
て
お
り
、
今
後
も
適

地
を
選
定
し
な
が
ら
事
業
を
進
め

る
。
e
事
業
者
の
状
況
や
費
用
対

効
果
等
も
十
分
に
検
証
し
、
区
と

し
て
の
対
策
を
検
討
し
て
い
く
。

幼
稚
園
の
空
き
時
間
を
活
用
し
、

14
時
か
ら
20
時
と
い
っ
た
準
夜
間

型
延
長
保
育
を
し
て
は
。
i
す
ま

い
る
ス
ク
ー
ル
の
低
学
年
の
時
間

延
長
は
。
o
延
長
保
育
事
業
や
保

育
所
運
営
費
負
担
金
に
つ
い
て
、

国
の
事
業
仕
分
け
の
結
果
は
。

区
長

q
出
産
、
転
入
と
不
況

の
３
点
だ
。
w
20
歳
か
ら
64
歳
の

女
性
の
就
業
率
は
品
川
区
が
58
・

５
％
、
23
区
全
体
が
55
・
９
％
だ
。

e
児
童
数
は
過
去
５
年
間
で
は
増

加
傾
向
に
あ
る
が
、
ピ
ー
ク
時
の

半
数
程
度
で
、
か
つ
て
普
通
教
室

に
充
て
て
い
た
場
所
を
す
ま
い
る

ス
ク
ー
ル
な
ど
で
活
用
し
て
い
る
。

r
学
校
生
活
へ
の
不
安
の
解
消
な

ど
に
つ
な
が
り
、
入
学
後
ス
ム
ー

ズ
に
学
校
生
活
が
送
れ
る
よ
う
に

な
る
。
t
小
学
校
長
会
自
身
で
状

況
を
把
握
し
て
、
候
補
校
の
絞
り

込
み
を
行
っ
て
い
る
。
y
現
段
階

で
の
全
校
拡
大
は
考
え
て
い
な
い
。

u
延
長
夜
間
保
育
は
公
私
立
保
育

園
全
園
で
対
応
し
て
お
り
、
拡
大

す
る
必
要
は
な
い
。
i
時
間
延
長

の
考
え
は
な
い
。
o
見
直
し
を
行

う
旨
の
評
価
が
な
さ
れ
た
。

子
育
て
版
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て

q
区
内
に
授
乳
コ
ー
ナ
ー
は
ど

の
ぐ
ら
い
あ
る
の
か
。
w
地
域
セ

ン
タ
ー
や
図
書
館
な
ど
の
公
共
施

設
と
商
店
街
に
授
乳
コ
ー
ナ
ー
を

設
置
し
、
気
軽
に
利
用
で
き
る
体

制
づ
く
り
を
し
て
は
。

子
ど
も
未
来
事
業
部
長

q
公

共
施
設
で
は
庁
舎
内
や
し
な
が
わ

水
族
館
等
に
、
民
間
に
つ
い
て
は

主
に
大
型
商
業
施
設
等
に
設
置
さ

れ
て
い
る
。
w
空
き
ス
ペ
ー
ス
の

活
用
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
の
協
働
に
つ
い
て

q
区
内
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
は
い
く
つ

あ
り
、
上
位
分
野
と
そ
の
特
質
は
。

w
平
成
20
年
度
と
21
年
度
の
委
託

な
ど
の
件
数
と
金
額
は
。
e
協
働

実
績
に
対
す
る
3
区
の
自
己
評
価

は
。
e
数
値
目
標
を
設
定
す
る
考

え
は
。
r
Ｎ
Ｐ
Ｏ
間
等
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
キ
ン
グ
な
ど
に
つ
い
て
、
現

状
と
課
題
は
。
t
委
託
金
等
を
Ｎ

Ｐ
Ｏ
に
概
算
払
い
を
し
た
例
は
。

y
基
金
を
つ
く
っ
て
低
利
で
Ｎ
Ｐ

Ｏ
に
融
資
す
る
仕
組
み
づ
く
り
を

行
っ
て
は
。
u
協
働
事
業
の
推
進

の
た
め
に
協
働
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を

作
成
し
て
は
。

地
域
振
興
事
業
部
長

q
21
年

10
月
末
現
在
、
216
団
体
で
、
「
子

ど
も
の
健
全
育
成
を
図
る
活
動
」

や
「
国
際
協
力
の
活
動
」
が
全
国

調
査
と
比
較
し
て
上
位
だ
。
w
委

託
は
20
年
度
35
件
で
約
４
億
８
千

万
円
、
21
年
度
は
10
月
末
現
在
で

34
件
で
約
２
億
８
千
万
円
な
ど
だ
。

e
3
着
実
に
進
ん
で
い
る
。
e
一

律
に
数
値
目
標
を
掲
げ
て
推
進
す

る
こ
と
は
な
じ
ま
な
い
と
考
え
る
。

r
「
区
民
と
区
と
の
協
働
を
進
め

る
懇
話
会
」
を
設
置
し
、
具
体
策

の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
い

る
。
t
20
年
度
は
９
団
体
、
21
年

度
は
10
月
末
ま
で
で
11
団
体
で
、

福
祉
関
係
の
支
出
も
含
ま
れ
て
い

る
。
y
新
た
な
融
資
制
度
を
つ
く

る
考
え
は
な
い
。
u
既
に
協
働
の

方
針
は
品
川
区
基
本
構
想
、
長
期

基
本
計
画
の
中
で
示
し
て
い
る
。

q
生
活
保
護
率
等
の
５
年
の
推

移
は
。
w
生
活
保
護
率
等
と
学
習

成
績
等
と
の
相
関
関
係
に
つ
い
て

3
区
は
実
態
を
把
握
し
て
い
る
か
。

e
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
き
た
の

か
。
4
国
と
都
、
区
が
な
す
べ
き

こ
と
は
。
5
施
設
一
体
型
と
分
離

型
の
小
中
学
校
で
の
比
較
は
。

教
育
次
長

q
平
成
16
年
度
の

平
均
は
１
・
14
％
、
21
年
10
月
末

は
１
・
23
％
な
ど
だ
。
w
3
調
査

は
実
施
し
て
い
な
い
。
e
経
済
状

況
等
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の

児
童
・
生
徒
に
基
礎
的
・
基
本
的

な
学
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と

が
責
務
だ
。
4
国
は
学
習
塾
な
ど

の
受
講
料
を
補
助
し
、
都
は
国
の

補
助
と
同
額
を
貸
し
付
け
る
制
度

を
設
け
て
い
る
な
ど
だ
。
5
比
較

は
し
て
い
な
い
。

新
た
な
都
市
問
題
と
な
っ
た

待
機
児
童
問
題
に
つ
い
て

q
保
育
需
要
の
拡
大
の
要
因
は
。

w
区
内
在
住
女
性
の
就
労
率
は
。

e
区
内
小
学
校
の
５
年
間
の
余
裕

教
室
の
発
生
数
と
そ
の
利
用
方
法

は
。
r
５
歳
児
が
校
内
で
保
育
を

受
け
、
そ
の
小
学
校
へ
進
学
す
る

こ
と
へ
の
評
価
は
。
t
学
校
側
は
、

待
機
児
童
問
題
へ
の
全
庁
的
な
取

り
組
み
に
対
し
て
協
力
す
る
意
欲

が
あ
る
の
か
。
y
余
裕
教
室
を
保

育
園
の
分
園
と
し
、
区
内
の
全
園

で
、
５
歳
児
の
準
義
務
教
育
化
事

業
と
し
て
展
開
し
て
は
。
u
認
可

q
10
月
27
日
、
大
崎
第
二
地
域

セ
ン
タ
ー
が
開
所
式
を
行
っ
た
。

こ
こ
は
大
崎
駅
西
口
中
地
区
の
法

定
再
開
発
の
中
で
地
域
貢
献
施
設

と
し
て
集
会
所
を
含
ん
で
つ
く
ら

れ
た
と
聞
い
て
い
る
が
、
そ
の
経

緯
は
。
w
組
合
再
開
発
の
中
で
の

地
域
貢
献
度
が
ば
ら
つ
い
て
い
る

と
感
じ
る
が
、
3
ど
の
よ
う
な
基

準
や
手
順
で
協
議
が
な
さ
れ
て
い

く
の
か
。
e
地
域
へ
の
貢
献
方
法

は
。
e
ソ
ニ
ー
地
区
再
開
発
計
画

の
審
議
の
中
で
区
道
が
工
場
の
用

地
と
し
て
囲
い
込
ま
れ
て
い
た
と

の
報
告
を
受
け
た
。
3
な
ぜ
区
道

が
工
場
の
用
地
内
に
囲
い
込
ま
れ

て
い
た
の
か
。
e
な
ぜ
こ
の
こ
と

が
報
告
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
。

4
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
他
に
も

あ
る
の
か
。
r
大
崎
駅
周
辺
の
地

域
貢
献
施
設
等
で
開
催
さ
れ
た
、

今
回
の
ふ
く
し
ま
つ
り
に
い
つ
も

の
福
祉
関
係
団
体
の
模
擬
店
や
バ

ザ
ー
が
少
な
か
っ
た
。
ま
た
も
と

の
よ
う
に
な
る
よ
う
期
待
す
る
が

い
か
が
か
。
t
目
黒
駅
前
地
区
に

地
域
住
民
の
利
便
性
の
あ
る
地
域

貢
献
施
設
と
し
て
、
住
民
票
な
ど

松澤　利行　議員（自民）

品川のまちづくり再開発に
ついて

格
差
と
教
育
に
つ
い
て

高
橋
　
慎
司

議
員

（
無
ク
）

償却資産に対する固定資産税に関する意見書

地方税法第351条では、償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が150万
円に満たない場合においては、固定資産税を課すことができないとする免税点を定めている。
現行の免税点は平成3年に定められ、既に18年が経過し、極めて小規模な設備等の償却資産も
課税対象となるなど、小規模事業者の経営を圧迫している。更に免税点制度は、課税標準額が
免税点未満の場合は納税額が生じないが、課税標準額が免税点以上になるとその総額に課税さ
れるため、納税者に不合理感を与える結果となっている。
また、償却資産の申告期限は、1月31日までとなっているが、多くの小規模事業者は所得税の
申告期限である3月15日を念頭に申告と決算準備を進めているのが通常であり、かつ、償却資産
の申告事項と所得税の決算書記載事項は密接に関連していることからも、納税者の事務負担を
軽減し、申告しやすい環境を整える必要がある。
よって、品川区議会は、償却資産に対する固定資産税に関して、次の事項を強く要望する。

記

1 償却資産に対する固定資産税の免税点を基礎控除に改め、控除額を大幅に引き上げること。
2 償却資産の申告期限を3月15日とするとともに、所得税の確定申告を行った場合は、償却資
産の申告は省略できることとすること。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成21年12月8日
品川区議会議長　本　多　健　信

総務大臣　原　口　一　博　様


